令和８年度観光関連基礎調査等支援業務
公募型プロポーザル実施要領

１　趣旨
　　この実施要領は、（公財）するが企画観光局（以下、当財団という）が発注する「令和８年度観光関連基礎調査等支援業務」の受託者を、公募型プロポーザル方式（以下「プロポーザル」という。）により選定するために必要な事項を定めるものです。
なお、本プロポーザルは予算議決前の準備行為として実施するものであり、当財団の理事会において予算の減額、否決があったときは、本プロポーザルについて実施の効力を失う場合があります。

２　業務の概要
（１）業務名		令和８年度観光関連基礎調査等支援業務
（２）業務内容		別紙仕様書のとおり
（３）委託期間		契約日から令和９年３月31日まで
（４）提案限度額	4,037,000円　（消費税、地方消費税、源泉徴収税等を含む）
（５）支払方法		業務完了後の一括払い

３　プロポーザルに参加する者に必要な資格に関する事項
申請日から見積徴取日までの間、次に掲げる条件を満たす者である必要があります。
（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。
（２）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）、民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てをしている者でないこと。
（３）暴力団員等（静岡市暴力団排除条例（平成25年静岡市条例第11号）第２条第３号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）、暴力団員（同条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）の配偶者（暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）及び暴力団員等と密接な関係を有するものでないこと。


４　審査スケジュール
	内容
	期間
	注意事項

	公募開始
	令和８年２月19日（木）
	

	質問受付
	令和８年２月27日（金）まで
	

	質問に対する回答
	令和８年３月６日（金）まで
	当財団のホームページで公開します。

	企画提案書提出（プロポーザル参加申請書等提出書類一式を含む）
	令和８年３月23日（月）まで（必着）
	電子メールにより、下記担当者宛て電子メールにて送付してください。

	審査
	令和８年３月24日（火）から令和８年３月30日（月）まで
	

	審査結果の通知
	令和８年３月31日（火）以降
	参加者全てに通知します。

	契約締結
	令和８年４月１日（水）以降
	



５　質問書の提出及び回答
質問事項があれば、質問書（様式５）を作成し、令和８年２月27日（金）までに、下記担当者宛て電子メールにて送付してください。質問書の提出があった場合は、令和８年３月６日（金）までにホームページ上に公開します。なお質問及び回答の内容は本要領及び仕様書の追補とします。

６　提出書類等
（1） プロポーザル参加申請書【様式１】
（2） 会社概要書【様式２】
（3） 関連業務実績報告書【様式３】
（4） 暴力団排除に関する誓約書兼同意書【様式４】
（5） 企画提案書（「７　企画提案書」に記載のとおり）
（6） 実施体制調書（任意様式）
（７） 参考見積書
・金額は税込みで記載してください。
・工程ごとの内訳を記載し、可能な限り各工程に要する人工等について記載するなど積算の根拠を示してください。

７　企画提案書
（1） 当財団が提示する仕様に対して効果的な解決策を具体的かつ簡素に示し、評価基準と提案内容の関係が明確に判断できるよう記載してください。また、実施において想定するスケジュールを含めた工程を記載してください。
（2） 予定している責任者及び主要職員の略歴及び資格（資格は統計またはマーケティングに関するもの）を記載してください。
（3） 仕様書に指定するもの以外の独自提案を行うことは可能です。その場合、その実施に要する費用は、本プロポーザルで提案する参考見積金額に含むものとします。
（4） 提出期限を超えた提出書類の差し替え、修正、追加等は認めません。ただし、当財団から要請のあったものについてはこの限りではありません。
（5） 提出期限までに提出先に到達しなかった企画書は、いかなる理由をもっても受理しません。
（6） 提出された企画提案書は返却しません。
（7） 契約を締結した事業者の企画提案書の知的所有権は委託者に帰属するものとします。
（8） 書式等は次のとおりとします。
1 用紙サイズはＡ４判を基本とし、縦横どちらでも構いません。
2 電子媒体に納めるファイル形式は、MicrosoftWord、MicrosoftPowerPoint、MicrosoftExcel、PDF形式としてください。

８　審査
（1） 実施方法
提出された企画提案書等の書類について、当財団が指名した者を審査員とする選考会にて評価を行います。
（2） 企画提案の評価
企画提案書等の内容について、企画提案審査基準（P.5）に基づき項目ごとに数値化して採点し、審査員の評価点の平均が最も高いものを本業務の受託候補者とし、契約の交渉を行います。同点であった場合には、プロポーザルの参加申請が早かったものを優先します。
ただし、その者と契約が合意に至らない場合には、次に評価点の平均が高い者から順に交渉を行います。なお、審査員の評価点の平均が50点を下回った場合、その企画提案を採用せず、受託候補者として選定しません。
（3） 書類選考結果の通知
全ての参加者に電子メールにより選考結果を通知します。

９　失格条件
　　次の事項に該当する場合は失格とします。
（1） 提出書類に不足や虚偽の記載があった場合。
（2） この実施要領に違反した場合。
（3） 審査の透明性・公平性を害する行為があった場合。
（4） 同一事業者につき２案以上の企画提案書等を提出した場合。
（5） 本業務に係る参考見積額（消費税及び地方消費税の額を含む）が提案限度額を超えている場合。
（6） 正当な理由なくヒアリングに応じなかった場合。
（7） 前各号に定めるもののほか、企画提案に当たり著しく信義に反する行為等があった場合。

11　契約手続き等
当財団と受託候補者により契約に関する協議を行い、契約を締結します。なお、受託　候補者との協議が整わない場合、当財団は受託候補者以外の提案者と順次契約に関する協議を行うこととします。
（1） 契約にあたっては、審査委員会において最も高い評価を得た事業者を受託候補者とし、提案内容に基づき仕様内容を協議の上、決定します。
（2） 受託候補者との契約締結交渉が不調となった場合又は受託候補者が失格となった場合は、次順位の事業者と契約締結交渉を行います。
（3） 契約締結の協議が整った後、契約を締結するものとします。
（4） 企画提案書等に記載され、審査で評価した項目については、原則として契約時の仕様に反映させることとします。ただし、本業務目的達成のため、必要な範囲で個別の協議により契約締結段階において、項目の追加、変更及び削除を行うことがあります。したがって、委託候補者の決定をもって、企画提案書等に記載された全内容を承認するものではありません。

12　留意事項
（1） 提出していただいた書類等は、返却しません。
（2） 提出書類作成に係る費用は、応募者の負担とします。
（3） 提出期限を超えた関係書類の差し替えや再提出は認めません。 
（4） 提出された書類は、選定手続きに必要な範囲において複製することがあります。 
（5） 提出書類は受託候補者選定の目的以外に使用しません。
（6） 本提案の参加表明書が受理された後に、参加資格要件を満たしていないことが判明した場合は、提案等の審査は一切実施しません。
（7） 当財団が必要と認める場合には、追加資料の提出を求めることがあります。
（8） 公募手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とします。
（9） 本要領に定めのない事項及び本要領に疑義が生じた場合は協議により定めることとします。

13　事務局（問合せ先）
〒420‐0837 静岡市葵区日出町１番地の２　TOKAI日出町ビル９階
公益財団法人　するが企画観光局　担当者：事業部調査分析グループ　瀬戸脇創太

　電　話：054-204-6677 メール：setowaki@suruga-mtb.or.jp
2

	[bookmark: RANGE!A1:F10]令和８年度観光関連基礎調査等支援業務
企画提案審査基準

	＃
	審査項目
	特に重視する視点
	得点
	項目点

	1
	遂行能力
	（ア）調査分析の専門性
調査分析の助言を行うのに十分な能力と実績があるか。
	15
	30

	
	
	（イ）マーケティングの専門性
マーケティングの助言を行うのに十分な能力と実績があるか。
	15
	

	2
	提案内容
	（ア）的確性
仕様書に記載の内容を踏まえ、当財団の狙いに沿った提案がされているか。
	20
	40

	
	
	（イ）独自性
・当地域、当財団ならではの課題に対する提案がなされているか。
	20
	

	3
	支援体制
	（ア）支援実現性
専任の担当者を配置したり、当財団との認識合わせを定期的に実施するなど、十分な支援が計画されているか。
	20
	30

	
	
	（イ）体制
調査分析、マーケティングのほか、情報処理、デザインおよびコンサルティング等に優れた人員がいるか。
	10
	

	合計
	100
	点





様式１

令和　　年　　月　　日
プロポーザル参加申請書

（宛　先）
公益財団法人するが企画観光局
理事長　久保田　隆
（申請者）
名　　　　称
代表者職氏名　　　　　　　　　　

次の業務について、プロポーザルに参加を申請します。
なお、この申請書及び関係書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。

１　業務名　令和８年度観光関連基礎調査等支援業務

２　必要な資格
　この企画提案に参加するにあたり、次の（１）～（３）の条件を満たしています。
（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。
（２）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）、民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てをしている者でないこと。
（３）暴力団員等（静岡市暴力団排除条例（平成25年静岡市条例第11号）第２条第３号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）、暴力団員（同条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）の配偶者（暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）及び暴力団員等と密接な関係を有するものでないこと。

３　担当者
　（１）所属
　（２）職氏名
（３）電話番号
（４）e-mail


様式２

会社概要書

	申請者
	名称
	連絡担当者
	所属

	
	
	
	役職・氏名

	
	所在地
	
	電話番号

	
	
	
	FAX

	
	ホームページアドレス
	
	メール

	
	
	
	
	



	設立年月
	　
	資本金　　　（円）
	　

	年間売上金（円）
	　
	従業員数（人）
	　

	支社（支店）
	　
	関連会社
	　

	会社の特色　認証取得等
	　

	担当する　支店等
	住所

	
	名称




様式３


令和　年　月　日

関連業務実績報告書

（宛　先）
公益財団法人するが企画観光局
理事長　久保田　隆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（申請者）
名　　　　称
代表者職氏名　　　　　　　　　　 

　
令和８年度観光関連基礎調査等支援業務に係る類似の実績を次のとおり報告します。

類似実績
	契約名
	契約年月日
	契約相手方

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



様式４


　暴力団排除に関する誓約書兼同意書

　年　　月　　日　
公益財団法人するが企画観光局
理事長　久保田　隆

住所
氏名又は名称　
代表者名（法人の場合）　　　　　　　　　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

１　当社（私）は、次に掲げるものに該当しないことを誓約します。
（１）役員等（事務事業の契約相手方が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員等（静岡市暴力団排除条例（平成25年静岡市条例第11号）第２条第３号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）の配偶者（暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）であると認められるもの
（２） 暴力団（静岡市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ）、暴力団員等又は暴力団員の配偶者が経営に実質的に関与していると認められるもの
（３）役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者を利用するなどしたと認められるもの
（４）役員等が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるもの
（５）役員等が暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるもの

２　当社（私）は、公益財団法人するが企画観光局から前項各号に該当するものか否かを確認するため履歴事項全部証明書、役員等氏名一覧等必要書類の提出を求められたときは、直ちに提出します。

３　当社（私）は、本誓約書兼同意書及び役員等氏名一覧に記載した情報を、公益財団法人するが企画観光局が警察署に提供することに同意します。

４　当社（私）は、公益財団法人するが企画観光局と契約した事業の実施及び同局から助成金を交付された事業の実施にあたり、第１項各号に該当するものと契約しないことを誓約します。

５　当社（私）は、公益財団法人するが企画観光局と契約した事業の実施及び同局から助成金を交付された事業の実施にあたり締結した契約の相手方が第１項各号に該当するものと判明し、同局から是正措置の要請を受けた場合は、当該要請に従います。

以上

様式５


[bookmark: _Hlk221880629]令和８年度観光関連基礎調査等支援業務に係る公募型プロポーザル
質問書


（宛先）
公益財団法人するが企画観光局
理事長　久保田　隆


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
申請者　 　所　 在　 地　　　　　　　　
名　　　　称　　　　　　　
代表者職氏名　　　　　　　　　　　


　令和８年度観光関連基礎調査等支援業務における企画提案について、次の事項を質問します。

	番号
	質問事項

	
	

	
	

	
	




	担当者
連絡先
	部署
役職
氏名
	
	電話番号
メール
	





